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福岡市障がい者差別解消推進会議運営要領（案） 
 
 福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり

条例（平成 30 年福岡市条例第 48 号。以下「条例」という。）第 25 条の規定に基づき，福岡

市障がい者差別解消推進会議運営要領を次のように定める。 
 

 

（所掌事務） 

第１条 条例第21条第１項第４号に規定する事務は，次に掲げるとおりとする。 

 (1) 障がいを理由とする差別を解消するための取組みを担う人材の育成について検討す

ること。 

 (2) 条例第12条の表彰について検討すること。 

 (3) 条例の規定について検討すること。 

 
（会議） 

第２条 福岡市障がい者差別解消推進会議（以下「推進会議」という。）の会議は，会長が招

集する。ただし，推進会議の委員任命後の最初の会議，推進会議の委員の改選後の最初の

会議及び会長が欠けた後の最初の会議は，市長が招集する。  

２ 会長は，推進会議の会議を招集しようとするときは，あらかじめ，期日及び議案をその

属する委員に通知しなければならない。 
３ 推進会議は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 
４ 会長は，推進会議の会議の議長となり，議事を整理する。 
５ 推進会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，会長の決する

ところによる。 

 

 （推進会議の決議とする事項） 

第３条 推進会議は，部会の決議をもって，推進会議の決議とすることができる。 

２ 前項の規定により推進会議の決議とする事項は，次の各号に掲げる部会の区分に応じ，

当該各号に定める事項とする。 

 (1) 相談部会 条例第21条第１項第３号に関する事項 

 (2) 第５条第１項の規定により置かれた部会 あらかじめ会長が定めた事項 

 

（相談部会） 

第４条 推進会議に，次に掲げる事務を行わせるため，相談部会を置く。 

 (1) 条例第14条第２項の個別相談及び相談部会に属する委員が所属する機関が対応した

障がいを理由とする差別に関する相談について，問題解決に向けた分析及び助言（次号

に規定する事項を除く。）を行うこと。 

 (2) 条例第21条第１項第２号及び第３号に関する事項 
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(3) 条例第11条第１項の体制及び障がいを理由とする差別に関する相談に係る対応のあ

り方を検討すること。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか，障がいを理由とする差別に関する相談に係る事項につい

て検討すること。 

２ 相談部会に属する委員の数は15人以内とし，推進会議の委員及び臨時委員のうちから会

長が指名する委員をもって構成する。 

３ 相談部会に部会長及び副部会長を置き，委員の互選によってこれを定める。 

４ 部会長は，相談部会の会務を総理し，相談部会における調査審議の状況及び結果を推進

会議に報告する。 

５ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故があるとき，又は部会長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

６ 相談部会の行う調査審議の手続は，公開しない。ただし，相談部会が非公開とすべき理

由がないと認めるときは，部会は，その範囲においてこれを公開することができる。 

７ 第２条の規定は，相談部会について準用する。 

 

 （その他の部会） 

第５条 前条第１項の相談部会のほか，推進会議は，その権限に属する事項について調査審

議するため，必要があると認めるときは，その他の部会を置くことができる。 

２ 第２条及び前条第２項から第５項までの規定は，前項の規定により置かれる部会につい

て準用する。 

 
（口頭での説明の求め） 

第６条 推進会議及び部会は，必要があると認めるときは，参考人に対し，口頭での説明を

求め，その説明を聴取する。 
２ 前項の説明を求める場合には，書面により，当該参考人にその旨を通知する。 
３ 第１項の説明の聴取は，必要があると認めるときは，推進会議及び部会の所在地以外の

地で行うことができる。 
 
 （庶務） 
第７条 推進会議の庶務は，保健福祉局において処理する。 
 
 （雑則） 
第８条 この要領に定めるもののほか，推進会議の調査審議の手続に関し必要な事項は，会

長が定める。 
 
   附 則 
 この要領は，平成 31年３月 19日から施行する。 


